
事業名

政策体系上の
位置付け

事業の概要

基本目標Ⅸ
　高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標３
　高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じ
て、介護を必要とする高齢者への支援を図ること
施策目標３－１
　高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進するこ
と

　（政策等への反映の方向性）
　　評価結果を踏まえ、平成２１年度予算概算要求において所要の予算を要求する。
　なお、老人保健法の全面改正に伴い、平成20年4月より骨粗鬆症検診及びがん検診については健康増進法
に基づき実施することとされたところ、これらの普及啓発事業は平成20年度において「女性のがん検診に関する
普及啓発推進事業費」及び「骨粗鬆症検診啓発普及等事業費」として実施しているが、平成21年度予算概算
要求においては、政策目標を達成するため、事業をより効果的に実施すべく、①「乳がん・子宮がん」②「骨粗
鬆症」③「若い女性のやせ対策」④「更年期障害、更年期症状」等について都道府県が地域の実情に応じて実
施する創意工夫をこらした女性の健康づくりに関するモデル事業に対し支援を行う「女性の健康支援対策事業
費」について予算を要求することとしている。
　（概算要求額：150百万円の内数）

　市町村が実施する「乳がん検診」及び「子宮がん検診」について、受診率の向上及び死亡率減少
効果のある検診を推進するため、適齢層への啓発活動を展開するとともに、休日や夜間等における
検診の利便性の向上等を通じた受診率向上のための啓発事業等を行い、女性の健康支援対策を推進
する。
　また、寝たきり原因の第１位が脳卒中、第２位が老衰、第３位が骨折であり、骨粗鬆症は高齢社
会が抱える問題の一つとなっている。その検診を行うことは、高齢期において寝たきりとなること
を予防し、ひいては要介護状態とならないことにつながるものであることから、高齢者に対し検診
の受診を勧奨するするための啓発普及事業を展開する。また、骨粗鬆症予防は、骨の成長過程で対
策を実施する必要があるため、若年者に対しての啓発事業についても実施するものである。

（有効性の評価）

（２）効率性の評価

【評価結果の概要】

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべき
目標等

（整理番号１１）

平成２０年度事業評価書（事後）要旨

評価実施時期：平成２０年８月 担当部局名：老健局老人保健課

女性のがん緊急対策：女性のがん検診及び骨粗鬆症啓発普及等事業費
（女性のがん検診に関する普及啓発推進事業費、骨粗鬆症啓発普及等事業費）

有効性の評価
乳がん患者発見数、骨粗鬆症受診者数・骨粗鬆症検診要精検者数は、目標達成率が100%

を越えるとともに、その数も増加してきている。乳がん受診者数については、マンモグラフィの
設置目標を平成１７年度と平成１８年度の２ヶ年度で５００台とし、平成17年度は219台整備され
たが、平成18年度は181台にとどまったこと等から、目標達成率についてはわずかに下回った
ものの、受診者数は増加している。また、子宮がん患者発見数・子宮がん受診者数について
は、都道府県によっては乳がん検診の普及啓発を重点的に実施し、子宮がん検診の普及啓
発が十分に実施されなかったこと、地域住民の子宮がん検診に対する意識が低かったこと等
のため、平成17年度及び平成18年度とも目標値を下回ったものと思われるが、一定の目標達
成率を達成しているといえる。

したがって、本事業による啓発活動への補助を通じて、検診受診者数・患者発見者数
等が増大することにより、がんによる死亡者数の減少や、高齢期における骨折による要
介護者の増加の抑制といった効果が生じたと考えられるところであり、本事業は有効で
あると評価できる。

効率性の評価
乳がん患者発見数、骨粗鬆症受診者数・骨粗鬆症検診要精検者数は、目標達成率が100%

を越えるとともに、その数も増加してきている。乳がん受診者数については、マンモグラフィの
設置目標を平成１７年度と平成１８年度の２ヶ年度で５００台とし、平成17年度は219台整備され
たが、平成18年度は181台にとどまったこと等から、目標達成率についてはわずかに下回った
ものの、受診者数は増加している。また、子宮がん患者発見数・子宮がん受診者数について
は、都道府県によっては乳がん検診の普及啓発を重点的に実施し、子宮がん検診の普及啓
発が十分に実施されなかったこと、地域住民の子宮がん検診に対する意識が低かったこと等
のため、平成17年度及び平成18年度とも目標値を下回ったものと思われるが、一定の目標達
成率を達成しているといえる。

したがって、本事業による啓発活動への補助を通じて、検診受診者数・患者発見者数
等が増大することにより、がんによる死亡者数の減少や、高齢期における骨折による要
介護者の増加の抑制といった効果が生じたと考えられることから、補助に見合う効果が
得られたものと考えられるところであり、本事業は効率性を有するものであると評価で
きる。

また、都道府県においては、市町村及び任意団体と連携して乳がん検診、子宮がん検
診の適齢層への啓発活動を効果的に行うなど、効率的な取組が実施されている。



施政方針演説等

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

年月日

経済財政改革の基
本方針2007

記載事項（抜粋）

「「がん対策推進基本計画」に基づき、10年以内にがんの死亡率を20％
減少させる等の目標達成に向け、放射線療法及び化学療法の推進並びに
これらを専門的に行う医師等の育成、治療の初期段階からの緩和ケアの
実施、がん登録の推進を重点としつつ、がん対策に総合的に取り組む」

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

平成19年6月19日

アウトカム指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 乳がん患者発見数（マンモ

グラフィ）
※達成水準 H17：2,000人 1,563 2,685 4,398 4,529 集計中

219.9％ 141.5％ 【－％】H18:3,200人 H19:4,300人 【 】 【 】

（事前評価より）
２ 子宮がん患者発見数

※達成水準 H17：3,100人 2,644 2,417 1,962 1,898 集計中
63.3％ 59.3％ 【－％】H18:3,200人 H19:3,300人 【 】 【 】

（事前評価より）
３ 骨粗鬆症検診要精検者数

※達成水準 H17：7,600人 2,762 2,577 29,321 38,378 集計中
385.8％ 404.0％ 【－％】H18:9,500人 H19:11,300 【 】 【 】

人（事前評価より）
（調査名・資料出所、備考）
「地域保健・老人保健事業報告 （大臣官房統計情報部調べ）による。平成１９年度の」
数値は集計中であり、平成２１年３月に公表予定。


